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（１）将来（２０２５年）の医療需要と必要病床数を定める。
●高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４医療機能ごとに推計
●都道府県内の構想区域（二次保健医療圏を原則）単位で推計

（２）地域医療構想を実現するための施策を定める。
（施策例） 医療機能の分化・連携に係る取組、

在宅医療の充実、
医療従事者の確保・養成 等

地域医療構想の果たすべき役割、構想に定める事項について

地域医療構想は、各構想区域において
各医療機関の機能分化と連携を図り、高
度急性期・急性期・回復期・慢性期から在
宅医療に至るまで将来の医療需要を踏ま
え、患者の病状に合った質の高い医療提
供体制を構築しようとするもの。

地域医療構想において定める事項

急性期機能

高度急性期機能

回復期機能

慢性期機能

現在

２０２５年

一般病床

療養病床

【 必要病床数に関する留意事項 】
個々の医療機関単位で必要病床数を割り当てる構想ではなく、「構想

区域単位」「医療機能区分単位」で必要病床数を定めるものであること。

構想策定後は、地域医療構想の実現に向けて、地域の関係
者により構成される「地域医療構想調整会議」が主たる役割を
担いながら、取組を推進。

２０２５年までの約１０年間をかけて徐々に収れん。

◇和歌山県における今後の高齢者人口推移（ピーク）は、
６５歳以上人口：２０２０年（Ｈ３２年）頃にピーク
７５歳以上人口：２０３０年（Ｈ４２年）頃にピーク

◇県内総人口は近年、減少の一途。（人口問題研究所推計）
〔現状〕約９３万人 ⇒ 〔２０２５年〕約８７万人

◇今後、人口減少に加えて人口構造が変遷していく中で、
単なる量的な管理だけではなく、「治す医療」のみにと
どまらない「治し、支える医療」への質的転換が必要。

地域医療構想策定にあたっての背景等 地域医療構想の果たすべき役割

（※）地域医療構想は、医療法の規定に基づき
「県保健医療計画の一部」として策定するもの。

病床再編のイメージ
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（構想区域ごと
に進める）



地域医療構想の実現に向けて必要となる施策等について

◇不足する回復期機能に対応するための
リハビリ人材確保対策

◇理学療法士・作業療法士などを目指す
学生に対する修学資金制度等の検討

◇医療従事者養成施設設置等に対する支援

＜１＞在宅医療推進体制の整備
◇「わかやま在宅医療推進安心ネットワーク」の推進

＜２＞在宅歯科医療の推進
◇在宅歯科連携室の設置
◇歯科口腔外科の設置支援

＜１＞不足する回復期病床に関する対応
◇急性期病床からの転換
①施設改修費用補助
②リハビリ機材等購入補助
③リハビリ人材確保対策
④「地域密着型協力病院（※）」の創設
・回復期機能病床等を保有し、病棟に退院

支援看護師を配置
・在宅療養患者の入院（レスパイト入院含む）
・かかりつけ医の要請に応じて往診等に対応

＜２＞高度急性期機能病床に関する対応
◇ＨＣＵ・ＮＩＣＵなどの高度急性期機能病床
を有する医療機関について、各圏域での保有
状況等を考慮しつつ、将来における病床機能
のあり方等をよく検証する必要

＜３＞急性期機能病床に関する対応
◇主要疾病・主要事業に係る医療提供体制を確保
◇救急受入実績、手術件数実績等を一定考慮
◇各圏域における拠点病院のあり方について
◇遠隔医療などＩＣＴを活用した医療連携の推進
◇地域連携クリティカルパスの活用など病病連携
及び病診連携を推進

＜４＞慢性期機能病床に関する対応
◇今後の慢性期の医療ニーズへの対応
◇在宅医療の充実
◇「支える医療」として、有床診療所の病床活用
◇重症心身障害児者施設の病床の取扱い
◇療養病床そのもののあり方に関する国の検討状
況や今後の制度改正等への対応

〔１〕病床機能の分化及び連携の推進

〔２〕在宅医療の充実 〔３〕医療従事者の確保・養成

＜５＞休床病床等に関する対応
◇休床病床等に関しては、当該病床の活用状況
実態を把握しつつ、必要に応じて今後の方針
等を圏域の関係者で協議

（※）

〔参考〕
構想（本体）
Ｐ46～47

２



高度急性期病院

高度急性期・急性期機能病床保有

急性期病院

急性期機能病床保有

地域密着型協力病院

回復期機能病床保有

慢性期病院

慢性期機能病床保有

在宅等

在宅医療等

退院

・高度専門医療
・先進医療
・救急医療
・災害医療 等

・一般急性期医療
・救急医療
・災害医療
・高度急性期病院の後方支援 等

・リハビリ
・在宅復帰中間施設
・在宅医療の受け皿

・長期療養

在宅等での療養
・自宅
・老人保健施設
・特別養護老人ホーム
・サービス付き高齢者住宅 等

回復期病院

診療所等

有床診療所

※地域医療構想は病床機能の再編を行い、高度急性期、急性期、回復期、慢性期病床から在宅まで患者の病状に合った医療提供体制を目指すもの。
病院では、それぞれ主たる病床機能以外に他の病床機能を複合的に保有しうる。有床診療所においてはそれぞれ急性期、回復期、慢性期病床を保有しうる。

救急・専門治療入院

地域医療構想における主な患者の流れとその受け皿（イメージ図）

【治す医療】 【支える医療】

（地域包括ケア病床保有）

病床機能の分化・連携

退
院

※上記に示した高度急性期病院等の病院の指定は現在ないが、機能別にイメージしやすくするために表記したもの。 ３



□目的：在宅医療を推進するため、県が独自に 以下の役割をもつ病院を“地域密着型協力病院“として指定する（公的・民間を問わない）。

□病院の役割と指定の要件：①～⑨すべて満たすこと。

①常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がリハビリテー

ションを実施している地域包括ケア病床等の回復期機能病床を

保有する病院であること。

②在宅医療サポートセンターに後方支援病院として登録すること。

③在宅医療サポートセンターに登録かかりつけ医からの入院

要請に応じて、急変時等に在宅療養患者 を入院させること。

また、かかりつけ医が要請した２週間以内のレスパイト入院にも

対応する こと。

④退院支援を行う在宅復帰支援（退院支援）担当者を配置すること。

⑤登録在宅かかりつけ医の要請に応じて、チーム等で訪問診療または

往診を 実施すること。

⑥かかりつけ医からの要請に応じて専門相談を実施すること。

⑦在宅医療サポートセンターに対し、医療機能等の情報を提供する

こと。

⑧在宅医療に関する研修を実施すること。

⑨県の求めに応じて、在宅医療の推進に協力すること。

□病院のメリット

ア 病院に退院支援看護師配置前提で、病院の看護師が退院支援研修へ参加 する場合に優先的に参加枠を確保する。

イ 県が指定する看護師の特定行為研修受講時に助成を受けることができる。

【“地域密着型協力病院”を通じた病院間、病院と診療所の連携のイメージ図】

地 域 密 着 型 協 力 病 院 の 指定について

４



地域密着型協力病院等の指定状況について
（令和元年８月現在）地域密着型協力病院について

在宅医療サポートセンターについて

５
目標：４０病院（第七次和歌山県保健医療計画）

圏域 指定日 医療機関名

1 H28.10.11 和歌山生協病院

2 H28.12.7 伏虎リハビリテーション病院

3 H28.12.15 医療法人裕紫会中谷病院

4 H28.12.21 宇都宮病院

5 H30.1.5 医療法人杏林会　嶋病院

6 H30.1.31 上山病院

7 H31.2.15 堀口記念病院

8 H31.3.20 稲田病院

9 R1.5.9 医療法人曙会　和歌浦中央病院

10 R1.5.29 医療法人　藤民病院

11 R1.7.9 医療法人　橋本病院

12 H29.7.6 国保野上厚生総合病院

13 H30.1.4 医療法人　恵友会　恵友病院

14 H29.12.11 名手病院

15 H30.1.12 富田病院

16 H30.11.9 貴志川リハビリテーション病院

17 H28.11.29 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院

18 H28.11.29 医療法人南労会紀和病院

19 H29.4.12 社会医療法人博寿会　山本病院

20 H28.11.21 済生会有田病院

21 H28.11.21 西岡病院

22 H28.12.14 有田市立病院

23 H29.8.4 国保日高総合病院

24 H30.1.31 北出病院

25 H29.5.19 白浜はまゆう病院

26 H29.6.21 田辺中央病院

和歌山

田辺

那賀

(海南)

橋本

有田

御坊

圏域 在宅医療サポートセンター名称 運営主体

和歌山市医師会
在宅医療サポートセンター

（一社）和歌山市医師会

 海南海草在宅医療・介護連携サポートセンター （医）恵友会　恵友病院

那賀
那賀医師会
在宅医療サポートセンター

（一社）那賀医師会

橋本 橋本・伊都在宅医療・介護連携支援センター （一社）伊都医師会

有田市医師会
在宅医療サポートセンター

（一社）有田市医師会

有田医師会
在宅医療サポートセンター

（一社）有田医師会

御坊
日高
在宅医療サポートセンター

御坊市外五ヶ町病院経営事務組合

田辺 田辺圏域在宅医療・介護連携支援センター
（一社）田辺圏域医療と
介護の連携を進める会

新宮
新宮市立医療センター
在宅医療サポートセンター

新宮市立医療センター

有田

和歌山



地域医療構想を推進するにあたっての当面の重点取組事項について

（２）主に公的病院を対象とした経営分析等を実施し、「公的病院を中心とした再編・ネッ
トワーク化」の検討をさらに進める。

（３）「非稼働病床に関する対応方針」に基づき、平成３０年度～平成３１（２０１９）年
度において重点的に、非稼働病棟（病床）に係る整理を各構想区域において進めるこ
ととしており、長期にわたって非稼働の病棟（病床）については、積極的な廃止を求
める。

（４）地域医療介護総合確保基金による補助制度も活用しながら、構想区域ごとに、４機能の
バランスの取れた医療提供体制の構築をさらに進める。

（１）病床機能報告において「定量的な基準」を活用し、病床機能の見える化を図る。
もって、地域における病床機能の分化を進める。

６



医療機能について （定性的な基準）

平成２７年度「病床機能報告」マニュアル より

７

医療機能の名称 医療機能の内容

高度急性期機能

 

急性期機能

回復期機能

慢性期機能

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供

※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例

救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、小児集中治療室、

総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を提供する病棟

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

○急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する

○特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向

上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハ

○長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

○長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロ

フィー患者又は難病患者等を入院させる機能

する機能

機能

ビリテーション機能）



地域医療構想における将来の病床機能と病院の機能等について

●地域医療構想を進めていく上で、「病院の機能」としては、下記のようにおお
むね、整理ができるのではないか。

●「定量的な基準」を導入するにあたって、下表の考え方を反映した。

８

病床機能
（必要病床数）

患者像 病院の機能 診療報酬等
病床機能

報告

高度急性期 　　重症急性期
・救命救急センター（３次救急）
・周産期母子医療センター
・地域の拠点病院

・ＩＣＵ、ＨＣＵ、ＣＣＵ、ＮＩＣＵ等
・一般入院（７対１）のうち特に認めるもの

急性期 　　急性期

・二次救急病院
・救急告示病院（救急搬送数）
・ＤＰＣ参加病院
・災害拠点病院
・特定の診療科

・小児、周産期、緩和ケア（急性期）等
・一般入院（７対１～１０対１）
　※急性期一般入院料 １～７

回復期
　　サブアキュート
　　ポストアキュート
　　リハビリ

・地域密着型協力病院
・回復期病院

・地域包括ケア病床
・回復期リハビリ
・一般入院（１３対１～１５対１）
　※地域一般入院料 １～３
　※地域包括ケア病棟入院料 １～４
　※回復期リハビリテーション病棟 １～６

慢性期 　　長期療養
・療養病院
・重症心身障害児者施設

・療養入院
・障害者医療に関する入院
・緩和ケア（急性期以外）
　※療養病棟入院基本料 １～２

高度

急性期

急性期

回復期

慢性期

※急性期一般入院料 １

のうち特に認めるもの



区分
基準の対象となる

医療機能

項目Ａ）　全身麻酔手術 ２回／床／月

項目Ｂ）　胸腔鏡・腹腔鏡下手術 ０．５回／床／月

項目Ｃ）　悪性腫瘍手術 ０．５回／床／月

項目Ｄ）　超急性期脳卒中加算 （レセプト件数）あり

項目Ｅ）　脳血管内手術 （算定回数）あり

項目Ｆ）　経皮的冠動脈形成術 ０．５回／床／月

項目Ｇ）　救急搬送診療料 （算定回数）あり

項目Ｈ）　救急諸項目 ０．２回／床／月

項目Ｉ）　重症患者対応（救急） ０．２回／床／月

項目Ｊ）　全身管理への対応 ８回／床／月

年間３００件以上

中等症以上件数が１００件以上

●救急搬送件数が下記のいずれにも満たない病院は、「急性期」と報告しない。
和歌山
基準②

急性期・回復期

項目）　救急搬送件数（消防統計）

●上記以外の７対１基準の一般病棟は、「急性期」

和歌山
基準①

高度急性期・急性期

●ＩＣＵなどの４対１基準の病棟は、全て「高度急性期」

「定量的な基準」（案）

●７対１基準の一般病棟のうち、県全体において果たす役割を考慮した上で、下
記Ａ～Ｊの１０項目のうち１項目以上が基準超えの病棟は、「高度急性期」

和歌山県における「定量的な基準」について（まとめ）

埼玉県の
しきい値１

と同じ

本県独自

９

医大・日赤・紀南・
南和の４病院

（※）小児・周産期・緩和ケアなど、地域医療に不可欠であって特殊性の強い病棟は、上記の基準とは切り分けて考えるものとする。

病
床
機
能
報
告



1-死亡 2-重篤 3-重症 4-中等症 中等症以上小計 5-軽症 6-その他 総計 1-死亡 2-重篤 3-重症 4-中等症 中等症以上小計 5-軽症 6-その他 総計

和歌山 日本赤十字社　和歌山医療センター 149 1 576 2,721 3,447 4,240 3 7,690 和歌山 宇都宮病院 1 3 18 22 55 77

和歌山 和歌山県立医科大学附属病院 96 8 690 1,882 2,676 2,378 2 5,056 有田 和歌山県立こころの医療センター 6 18 24 47 71

田辺 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター 73 14 347 1,338 1,772 1,502 3,274 有田 桜ヶ丘病院 10 4 26 40 23 63

和歌山 独立行政法人労働者健康安全機構　和歌山労災病院 37 147 776 960 2,149 3 3,112 和歌山 角谷整形外科病院 16 16 23 39

田辺 紀南病院 49 5 207 783 1,044 1,382 1 2,427 和歌山 医療法人博文会　児玉病院 5 25 30 6 36

那賀 公立那賀病院 37 317 962 1,316 968 2,284 和歌山 高山病院 14 14 19 33

橋本 橋本市民病院 42 288 794 1,124 858 1,982 和歌山 福外科病院 2 16 18 12 30

新宮 新宮市立医療センター 53 249 680 982 892 1,874 和歌山 医療法人青松会　河西田村病院 3 6 9 20 29

和歌山 済生会和歌山病院 29 418 447 1,276 1,723 和歌山 伏虎リハビリテーション病院 2 16 18 11 29

御坊 国保日高総合病院 28 10 225 556 819 784 1,603 那賀 殿田胃腸肛門病院 2 17 19 6 25

御坊 北出病院 29 7 127 432 595 521 1,116 那賀 紀の川病院 3 8 11 11 22

新宮 くしもと町立病院 29 111 375 515 541 1,056 田辺 紀南こころの医療センター 2 2 19 21

有田 有田市立病院 46 124 411 581 416 997 和歌山 嶋病院 2 11 13 7 20

田辺 白浜はまゆう病院 14 1 74 253 342 631 973 和歌山 医療法人良友会　西和歌山病院 8 8 12 20

新宮 那智勝浦町立温泉病院 33 57 278 368 433 801 和歌山 稲田病院 2 3 5 11 16

和歌山 海南医療センター 15 83 300 398 359 757 田辺 医療法人宝山会　白浜小南病院 3 3 5 8

橋本 医療法人南労会　紀和病院 6 99 245 350 306 656 和歌山 琴の浦リハビリテーションセンター附属病院 1 2 3 4 7

和歌山 和歌山生協病院 2 18 179 199 438 637 田辺 医療法人洗心会　玉置病院 6 6 1 7

有田 済生会有田病院 33 133 265 431 174 605 有田 有田南病院 1 4 5 1 6

和歌山 堀口記念病院 1 78 79 513 592 和歌山 医療法人　田村病院 2 2 4 6

和歌山 医療法人愛晋会　中江病院 3 26 143 172 416 588 和歌山 医療法人　宮本病院 1 2 3 3 6

橋本 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 34 35 168 237 272 509 和歌山 医療法人旭会　和歌浦病院 0 6 6

和歌山 誠佑記念病院 56 243 299 185 484 新宮 一般財団法人　新宮病院 2 3 5 5

那賀 貴志川リハビリテーション病院 73 149 222 256 478 和歌山 笠松病院 2 2 2 4

和歌山 医療法人　橋本病院 7 87 94 327 421 新宮 医療法人日進会　日進会病院 3 3 1 4

田辺 医療法人研医会　田辺中央病院 1 24 105 130 289 419 橋本 紀の郷病院 1 1 3 4

和歌山 須佐病院 9 94 103 303 2 408 和歌山 医療法人晃和会　谷口病院 2 2 2 4

和歌山 国保野上厚生総合病院 23 53 146 222 142 364 新宮 医療法人健佑会　串本有田病院 4 4 4

和歌山 向陽病院 8 53 61 298 359 新宮 医療法人　芳純会　潮岬病院 1 1 2 1 3

和歌山 恵友病院 6 12 133 151 173 324 和歌山 医療法人　藤民病院 2 2 2

橋本 社会医療法人　博寿会　山本病院 6 16 138 160 162 322 和歌山 向井病院 1 1 1

有田 医療法人たちばな会　西岡病院 3 38 122 163 107 270

那賀 稲穂会病院 1 12 101 114 146 260

御坊 整形外科北裏病院 3 1 54 63 121 112 233

御坊 独立行政法人国立病院機構　和歌山病院 25 3 47 102 177 31 208

和歌山 古梅記念病院 14 61 75 96 171

那賀 名手病院 2 24 60 86 81 167

田辺 国保すさみ病院 13 11 43 67 98 165

和歌山 医療法人曙会　和歌浦中央病院 1 46 47 107 154

和歌山 医療法人裕紫会　中谷病院 6 25 31 123 154

那賀 富田病院 1 18 55 74 78 152

和歌山 今村病院 9 9 127 136

和歌山 医療法人琴仁会　石本病院 5 4 64 73 43 116

和歌山 上山病院 1 1 9 11 76 87

初診医評価
二次医療圏 搬送機関：機関名

初診医評価
二次医療圏 搬送機関：機関名

「救急搬送数」について（２０１７（Ｈ２９）年救急搬送数ベース）

①救急搬送 ②救急搬送総計
中等症以上 または ≧３００件/年
≧１００件/年

①②いずれかを満たす
１０

【数値出典】 ２０１７年消防統計

和歌山県独自の基準



「定量的な基準」（和歌山方式）を平成３０年度病床機能報告に当てはめた場合の影響について

２０２５年の必要病床数

和歌山方式による
振替後の現状病床数

現状病床数（病院報告）

（※）現状の病床数は、病床機能報告
（平成３０年７月１日現在）より
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「公的病院を中心とした再編・ネットワーク化」の推進にあたっての 経営分析等事業

○ 本県では、平成２８年１０月に『地域医療構想と公的病院のあり方』を独自に策定
→ 県内の構想区域ごとに、公的病院を中心とした再編・ネットワーク化の方向性を提示

○ しかしながら、再編・ネットワーク化を具体的なものとしていくためには、経営的な視点が不可欠
→ 収益改善効果を伴った再編・ネットワーク化のあり方とは？

公的病院を主な対象として、平成３０年度からの３か年計画で経営分析等事業を実施中（委託事業）

■ 趣 旨

■ 主な内容

① 構想区域ごとの地域分析 昨年度（平成３０年度）実施事業について

◆ 対象となる構想区域 ･･･ 橋本、有田、新宮の３構想区域

◆ 経営分析の対象病院 ･･･ 全ての公的病院と、希望する民間病院

◆ 経営分析の実施病院 ･･･ ９病院（公的７、民間２）

◆ 再編･ネットワーク案 ･･･ 構想区域ごとに作成。本年７月下旬から８月上旬に

かけ、上記３構想区域の経営分析対象病院に提示し、

意見交換を実施（今後、調整会議での協議も視野）

（ 受託事業者 独立行政法人福祉医療機構 ）

１２

・ 将来推計人口に基づく医療需要推計（2040年まで）

・ 各構想区域における疾病別の自己完結率
・ 構想区域内病院における各種疾病への対応状況

② 病院の経営分析

・ 収支に係る変動要因分析（直近３か年）

・ 損益分岐点分析（直近３か年）
・ 全国の類似病院（規模・医療機能が類似）との比較分析

・ 収益向上のため取り組むべき事項の提示

③ 再編・ネットワーク案の提示

地域分析・経営分析の結果を踏まえた上で、第三者的視点から、構
想区域ごとの再編・ネットワーク案を提示

■ 取組状況

※ 経営分析の結果は、分析対象病院に個別にフィードバック

※ 再編・ネットワーク案をたたき台として、事業実施の次年度
以降、各構想区域で今後の方向性を協議

今年度（令和元年度）実施事業について

◆ 対象となる構想区域 ･･･ 御坊、田辺の２構想区域

◆ 経営分析の対象病院 ･･･ 全ての公的病院と、希望する民間病院

◆ 経営分析の実施病院 ･･･ ７病院（公的５、民間２）（予定）

◆ 今後のスケジュール ･･･ ９月上旬に受託事業者決定の上、事業開始（予定）

来年度（令和２年度）実施事業について

◆ 対象となる構想区域 ･･･ 和歌山、那賀の２構想区域（予定）

◆ 経営分析の対象病院 ･･･ 全ての公的病院と、希望する民間病院（予定）



１９

休床病床及び非稼働病床（１年以上）への対応について

【「非稼働病床に関する対応方針」のポイント】
●長期にわたり非稼働の状態にある病棟（病床）についてはとりわけ、その廃止等を強く求める。
●「病床が全て稼働していない病棟」を有する医療機関を中心に、地域医療構想調整会議において
今後の見通しに関して順次、説明・報告。

●県医療審議会への意見聴取等を適宜行いつつ、平成３１（２０１９）年度末を目途として、県全
体の非稼働病床に係る今後方針に関して、地域全体で確認・整理を進める。

●病床機能転換や廃止に関する支援策として、県において補助事業の充実を行う。

（１）『地域医療構想調整会議における取組方針』として、下記のとおり地域の関係者と申し合わせ。

【休床病床及び非稼働病床（１年以上）に
係る取扱いについて】

●「病床機能報告」において、現在休床中又は１年以上
稼働していない病床にあっては、地域医療構想推進の
趣旨に鑑みて、訪問調査の実施等によって今後の病床
機能転換又は廃止について、事務局が意向確認（ヒア
リング）を実施し、調整会議で情報共有を図る。

●各圏域において不足する病床機能への転換に関しては
必要性を判断の上協議を行うこととし、それ以外の病
床機能への転換は認めない。

病床数 うち非稼働 病床数 うち非稼働 病床数 うち非稼働

和歌山圏域 6,037 434 5,581 317 456 117
和歌山市内 5,479 423 5,084 310 395 113
海南市・紀美野町内分 558 11 497 7 61 4

那賀圏域 1,110 58 989 51 121 7
橋本圏域 841 31 764 29 77 2
有田圏域 696 31 627 5 69 26
御坊圏域 868 2 850 2 18 0
田辺圏域 1,633 101 1,556 93 77 8
新宮圏域 978 50 892 23 86 27

県計 12,163 707 11,259 520 904 187

（単位 ： 床）

圏域名
病院＋有床診 病院 有床診療所

和歌山県内の非稼働病床数
（出典：平成３０年病床機能報告）

（２）「非稼働病床に関する対応方針」を県独自に策定し、各医療機関あて発出（Ｈ３０．１０．１５付け技監通知）

１３



公的病院・診療所 公的以外の病院・診療所

稼働していない病床の削減 命　令 要請→勧告

※稼働している病床については、知事の権限で廃止させることはできない。

公的病院・診療所 公的以外の病院・診療所

過剰な医療機能への病床転換の中止

病床過多である「急性期･慢性期」へ病床転
換しようとする病院に対し､転換を中止させる

不足医療機能への病床転換

病床が不足している「回復期」への病床転換
を促す

命　令 要請→勧告

指　示 要請→勧告

上記の命令・指示・勧告に従わない場合

○医療機関名の公表 ○地域医療支援病院の承認取り消し

○各種補助金、融資からの除外 ○管理者の変更命令

１４

知事権限ありきではなく、まずは各圏域の調整会議において委員相互の協議、理解のもと、
取り組みを行うことが前提。

地域医療構想実現のために都道府県知事が
講ずることができる措置 （医療法）
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第３章-２-（２）主要分野ごとの改革の取組
①社会保障
2040年に向けて人材不足等の新たな課題に対応するため、地域医療構想の実現に

向けた取組、医師偏在対策、医療従事者の働き方改革を三位一体で推進し、総合的
な医療提供体制改革を実施する。

地域医療構想の実現に向け、全ての公立・公的医療機関等に係る具体的対応方針
について、診療実績データの分析を行い、具体的対応方針の内容が、民間医療機関
では担えない機能に重点化され、2025年において達成すべき医療機能の再編、病床
数等の適正化に沿ったものとなるよう、重点対象区域の設定を通じて国による助言
や集中的な支援を行うとともに、適切な基準を新たに設定した上で原則として2019 
年度中に対応方針の見直しを求める。民間医療機関についても、2025 年における地
域医療構想の実現に沿ったものとなるよう対応方針の策定を改めて求めるとともに、
地域医療構想調整会議における議論を促す。

『骨太方針２０１９』について

『経済財政運営と改革の基本方針２０１９』（令和元年６月２１日閣議決定）【抜粋】

２０


